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1月 （睦月） JANUARY

1日・元旦　8日・成人の日

1月はお酒を飲む機会が多く、飲みすぎに
注意したいところですが、国税庁の平成16年
度分都道府県別酒類販売（消費）状況による
と、成人1人当たり年間消費数量の上位は、
東京が120.4㍑でトップ、2位が高知の109.2㍑
で、以下、大阪、新潟、秋田の順。ちなみに
全国平均は88.5㍑となっています。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出

本年最初の給与支払日の前日

国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7～12月分） 1月10日

上記の納期の特例適用者で、納期限の特例

に関する届出書を提出している場合 1月22日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出

1月31日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 1月31日

国　税／11月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／5月決算法人の中間申告 1月31日

国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日

地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日

地方税／給与支払報告書の提出 1月31日

お酒の消費量日本一は？

1 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント
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相
続
と
い
う
言
葉
は
よ
く
見
聞
き
し

ま
す
が
、
法
律
が
定
め
る
相
続
の
規
定

に
つ
い
て
、
正
し
く
理
解
し
て
い
る
人

は
少
な
い
よ
う
で
す
。
今
回
は
、
法
律

（
民
法
）
の
定
め
る
相
続
に
つ
い
て
の
基

本
的
な
部
分
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

１
●

相
続
人
と
相
続
分

a

相
続
と
は

相
続
と
は
、
故
人
（
被
相
続
人
）
が

生
前
に
持
っ
て
い
た
財
産
上
の
権
利
義

務
を
、
相
続
人
が
包
括
的
に
承
継
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
相
続
は
被
相

続
人
の
死
亡
し
た
瞬
間
に
発
生
し
ま
す
。

旧
法
の
認
め
て
い
た
隠
居
等
で
は
相
続

は
発
生
し
ま
せ
ん
。

相
続
が
発
生
す
る
と
、
遺
産
は
法
定

相
続
分
等
の
割
合
で
共
同
相
続
人
間
で

共
有
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、

通
常
は
遺
産
分
割
に
よ
り
こ
れ
を
各
相

続
人
に
具
体
的
に
分
割
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
遺
産
分
割
を
行
う
と
、
分
割

し
た
遺
産
は
相
続
開
始
の
と
き
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
、
各
相
続
人
の
単
独
所
有
に

移
り
ま
す
。

s

相
続
人

民
法
は
、
相
続
人
を
配
偶
者
と
血
族

相
続
人
の
二
種
類
と
定
め
て
い
ま
す
。

血
族
と
は
、
血
の
続
い
た
親
族
を
言
い

ま
す
が
、
養
子
は
血
族
と
し
て
の
地
位

を
持
ち
、
実
子
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ

ま
す
。

相
続
人
と
な
る
血
族
は
、
直
系
卑
属

（
子
、
孫
、
ひ
孫
等
）、
直
系
尊
属
（
親
、

祖
父
母
、
曽
祖
父
母
等
）、
お
よ
び
兄
弟

姉
妹
の
三
種
類
で
す
。
こ
の
血
族
に
は

相
続
順
位
が
あ
り
、
ま
ず
第
一
順
位
が

子
で
す
。
第
一
順
位
が
全
く
い
な
い
場

合
に
第
二
順
位
の
直
系
尊
属
（
ま
ず
親
、

親
が
い
な
い
と
き
は
祖
父
母
と
さ
か
の

ぼ
る
）。
第
二
順
位
も
い
な
い
と
き
に
、

第
三
順
位
の
兄
弟
姉
妹
が
相
続
人
と
な

り
ま
す
。

被
相
続
人
の
配
偶
者
は
、
常
に
相
続

人
と
な
り
ま
す
。

d

代
襲

だ
い
し
ゅ
う

相
続

本
来
、
相
続
人
で
あ
っ
た
子
や
兄
弟

姉
妹
が
、
相
続
開
始
前
に
死
亡
し
て
い

た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
子
が
相
続
人

と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
代
襲
相
続
と
い

い
ま
す
。
も
し
、
子
が
死
亡
し
て
い
た

ら
孫
が
相
続
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
兄
弟
姉
妹
の
場
合
は
、
代
襲

相
続
は
一
代
限
り
（
被
相
続
人
の
甥
、

姪
ま
で
）
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
法
定
相
続
人
が
誰
も
い
な
い

場
合
は
、
最
終
的
に
国
庫
に
帰
属
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

f

養
子

養
子
は
人
為
的
に
つ
く
ら
れ
た
親
子

関
係
で
す
。
養
子
関
係
は
、
婚
姻
と
同

様
に
役
所
へ
の
所
定
の
届
出
に
よ
り
行

う
縁
組
に
よ
り
そ
の
効
力
が
発
生
し
ま

す
。
養
親
子
は
、
相
互
に
相
続
権
お
よ

び
親
族
的
扶
養
義
務
を
負
い
ま
す
。
同

時
に
、
養
子
と
養
親
の
血
族
と
の
間
に

も
親
族
関
係
が
発
生
し
ま
す
。
な
お
、

養
子
縁
組
の
当
事
者
は
、
協
議
離
婚
と

同
様
に
、
話
し
合
い
で
離
縁
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
離
縁
が
な
さ
れ
れ
ば
、

ほ
ぼ
従
前
の
関
係
に
戻
り
ま
す
。

g

相
続
分

相
続
分
と
は
、
相
続
財
産
全
体
に
対

す
る
配
分
の
割
合
を
い
い
、
民
法
は
、

以
下
の
と
お
り
相
続
分
を
定
め
て
い
ま

す
。①

配
偶
者
と
子
が
相
続
人
の
場
合

…
相
続
分
は
各
二
分
の
一
。

②

配
偶
者
と
直
系
尊
属
が
相
続
人

の
場
合
…
配
偶
者
三
分
の
二
、
直

系
尊
属
三
分
の
一
。

③

配
偶
者
と
兄
弟
姉
妹
が
相
続
人

の
場
合
…
配
偶
者
四
分
の
三
、
兄

弟
姉
妹
四
分
の
一
。

④

子
、
直
系
尊
属
ま
た
は
兄
弟
姉

妹
が
複
数
い
る
場
合
は
、
各
人
の

相
続
分
は
等
し
い
も
の
と
す
る
。

⑤

非
嫡
出
子
は
嫡
出
子
（
婚
姻
関

係
に
あ
る
男
女
間
に
出
生
し
た
子
）

の
二
分
の
一
と
し
、
ま
た
父
母
の
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一
方
の
み
の
兄
弟
姉
妹
（
半
血
兄

弟
）
は
、
父
母
の
双
方
を
同
じ
く

す
る
兄
弟
姉
妹
の
相
続
分
の
二
分

の
一
と
す
る
。

⑥

代
襲
相
続
人
の
相
続
分
の
合
計

は
、
被
代
襲
者
（
死
亡
し
て
い
た

相
続
人
）
の
受
け
る
べ
き
で
あ
っ

た
相
続
分
と
同
じ
と
す
る
。

２
●

遺
産
分
割

a

単
純
承
認
、
相
続
放
棄

相
続
は
自
然
承
認
の
形
を
と
っ
て
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
相
続
人
は
、
相
続
開

始
を
知
っ
た
時
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に

「
相
続
の
放
棄
」
ま
た
は
「
限
定
承
認
」

を
し
な
い
限
り
、
相
続
を
「
単
純
承
認
」

し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

相
続
財
産
よ
り
も
相
続
債
務
の
方
が
多

い
場
合
に
は
、
前
記
の
期
間
内
に
家
庭

裁
判
所
に
対
し
て
相
続
放
棄
の
手
続
き

を
単
独
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
放

棄
し
た
者
は
初
め
か
ら
相
続
人
で
な
い

も
の
と
さ
れ
ま
す
。
す
る
と
次
順
位
の

者
が
相
続
人
に
浮
上
し
ま
す
。

そ
の
結
果
、
被
相
続
人
が
多
額
の
借

金
を
残
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に

は
、
第
三
順
位
ま
で
含
め
た
相
続
人
が

全
員
放
棄
の
手
続
き
を
し
な
い
と
誰
か

が
と
ん
で
も
な
い
貧
乏
く
じ
を
引
く
こ

と
に
な
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

s

遺
産
分
割

遺
産
を
配
分
す
る
方
法
に
は
優
先
順

位
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
遺
言
が
あ
れ

ば
こ
れ
に
従
い
ま
す
。
二
番
目
に
、
遺

言
が
な
け
れ
ば
相
続
人
全
員
で
協
議
し

て
決
め
ま
す
。
こ
れ
を
分
割
協
議
と
い

い
ま
す
。
法
定
相
続
分
は
参
考
程
度
で

す
。
こ
の
協
議
が
整
わ
な
け
れ
ば
家
庭

裁
判
所
に
持
ち
込
ん
で
調
停
や
審
判
に

委
ね
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
般
の
相
続
の
七
〜
八
割
以
上
が
分

割
協
議
に
よ
る
と
い
わ
れ
、
遺
言
は
ま

だ
少
数
派
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
遺
言
が
あ
っ
て
も
、
法
定
相

続
人
や
受
遺
者
の
全
員
が
、
こ
れ
以
外

の
配
分
の
方
法
に
よ
る
遺
産
分
割
に
合

意
し
た
場
合
に
は
、
実
務
上
そ
れ
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
民
法
の
ど
こ
に
も

そ
の
よ
う
な
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

無
理
に
遺
言
を
強
制
し
て
も
し
か
た
が

な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。

分
割
協
議
が
成
立
す
れ
ば
、
通
常
は

遺
産
分
割
協
議
書
に
そ
の
内
容
を
記
載

し
て
相
続
人
全
員
が
署
名
捺
印
し
ま
す
。

一
人
で
も
反
対
者
が
い
る
場
合
は
協
議

分
割
は
不
成
立
と
な
り
、
家
庭
裁
判
所

行
き
と
な
る
わ
け
で
す
。
こ
う
な
る
と
、

家
族
の
絆
に
も
ヒ
ビ
が
入
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
遺
言
を
書

い
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

分
割
協
議
に
関
し
書
面
（
遺
産
分
割

協
議
書
）
の
作
成
は
法
律
上
必
ず
し
も

必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
後
日
の
ト

ラ
ブ
ル
防
止
や
諸
手
続
き
の
た
め
に
作

成
す
る
の
が
通
常
で
す
。
不
動
産
を
相

続
登
記
す
る
場
合
に
必
要
に
な
り
ま
す

し
、
ま
た
相
続
税
の
申
告
の
際
に
も
必

要
に
な
り
ま
す
。

相
続
人
の
中
に
は
、
諸
般
の
事
情
か

ら
あ
え
て
遺
産
の
取
得
を
希
望
し
な
い

人
も
い
ま
す
。
そ
の
意
思
を
表
す
た
め

に
家
庭
裁
判
所
に
相
続
放
棄
の
手
続
き

を
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
よ
う
で
す
。
し

か
し
、
他
の
方
法
と
し
て
、
当
人
に
遺

産
の
配
分
が
な
い
と
記
載
さ
れ
て
い
る

遺
産
分
割
協
議
書
に
押
印
す
る
方
法
も

あ
り
ま
す
。
実
務
上
、
大
半
は
こ
れ
に

よ
り
事
実
上
の
相
続
放
棄
を
行
っ
て
い

ま
す
。

３
●

遺
言

a

遺
言
の
種
類

遺
言
の
形
式
は
次
の
三
種
類
に
限
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

①

自
筆
証
書
遺
言
…
そ
の
全
文
、

日
付
、
氏
名
を
自
書
し
た
う
え
で
、

押
印
す
る
。

②

公
正
証
書
遺
言
…
公
証
役
場
の

公
証
人
に
遺
言
書
を
作
成
し
て
も

ら
う
方
法
で
す
。
確
実
な
遺
言
が

残
せ
ま
す
。

③

秘
密
証
書
遺
言
…
内
容
を
誰
に

も
知
ら
せ
な
い
状
況
で
作
成
。
自

書
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
ワ
ー
プ

ロ
な
ど
で
作
成
し
て
も
よ
い
が
、

欠
点
が
多
く
、
現
実
に
は
ほ
と
ん

ど
利
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

s

遺
留
分

い
り
ゅ
う
ぶ
ん

遺
言
に
よ
る
財
産
処
分
は
、
法
定
相

続
分
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
被
相
続
人
の
遺
言
に
よ
り
、
相

続
に
お
い
て
財
産
を
何
も
も
ら
え
な
か

っ
た
り
、
わ
ず
か
な
財
産
し
か
も
ら
え

な
い
相
続
人
が
出
る
な
ど
不
公
平
が
生

じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
相

続
財
産
の
う
ち
一
定
割
合
額
だ
け
は
相

続
人
に
保
証
し
よ
う
と
い
う
制
度
と
し

て
遺
留
分
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
遺
留

分
の
割
合
は
、
法
定
相
続
分
の
二
分
の

一
で
、
兄
弟
姉
妹
に
は
遺
留
分
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
相
続
人
で
な
い
者
に

全
財
産
を
与
え
る
遺
言
を
し
て
い
た
場

合
に
は
、
配
偶
者
が
全
財
産
の
二
分
の

一
の
遺
留
分
を
も
ち
ま
す
。

3 1月号



1月号 4

日
本
経
済
は
低
迷
期
を
よ
う
や
く
脱

し
た
、
と
の
見
方
が
拡
が
っ
て
い
ま
す
。

確
か
に
、
多
く
の
企
業
は
一
時
の
業
績

低
迷
か
ら
は
脱
出
し
た
よ
う
で
す
。
し

か
し
、「
日
本
企
業
の
体
質
が
改
善
さ

れ
た
か
ら
増
益
に
な
っ
た
」
と
い
う
よ

り
は
、「
需
給
逼
迫
で
価
格
引
き
上
げ

が
で
き
た
か
ら
増
益
に
な
っ
た
」
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

重
要
な
の
は
利
益
額
そ
の
も
の
（
あ

る
い
は
増
加
率
）
で
は
な
く
「
利
益
率
」

で
す
。
利
益
率
を
見
る
と
、
日
本
企
業

の
体
質
が
改
善
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
す
。
企
業
収
益
が
回
復
し
た

と
い
っ
て
も
、
鉄
鋼
を
は
じ
め
と
す
る

古
い
タ
イ
プ
の
資
源
・
素
材
関
連
産
業

が
、
一
時
的
要
因
で
息
を
吹
き
返
し
た

だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

増
益
は
一
部
の
業
種
に
偏
っ
て
お

り
、
し
か
も
企
業
業
績
回
復
は
、
世
界

経
済
の
循
環
的
・
需
給
的
な
要
因
に
よ

る
も
の
で
構
造
的
要
因
に
よ
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
循
環
的
要
因
は
、
い

ず
れ
は
逆
転
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

アイルランドは、つい最近まで「ヨーロッ
パで最も貧しい国」と言われてきました。
80年代まで失業率が17％前後で、消費者物
価上昇率は２ケタというスタグフレーション
に苦しみ、 IRAの爆弾テロなどの暗いイメー
ジがつきまとっていましたが、同国の一人当
たり国内総生産が、最近日本を抜きました。
いまや日本より豊かな国となったのです。
過去の数字と比べると、変化の大きさに驚

かされます。95年における日本の一人当た
り国民所得は３万1,658ドルで、主要国のな
かではトップでした。アメリカが２万4,341
ドル、アイルランドは１万4,871ドルでしか
ありませんでした。
それから８年たった2003年、日本の一人

当たり国内総生産は３万3,727ドル、アイル
ランドは３万8,416ドルとなりました。20世
紀型の産業構造では、小国は不利ですが、
21世紀の産業の中心は日本にも活路が見い
出せるソフトウエア産業です。

経済の基本構造
重
要
な
の
は
利
益
率

こころを病む30代

社会経済生産性本部が昨年４月に実施した

調査によると、６割を超える企業でうつ病な

どの「心の病」を抱える会社員が増加する傾

向にあり、なかでも病を発症しているのは30

代が61％と他の年齢層に比べ突出しています。

これまで、うつ病を発症しやすいと言われ

ていた人の共通項は、几帳面で人付き合いが

良くて、部下の信頼も厚い、責任感が強く、

職責をまっとうするといったタイプですが、

反面、何もかも自分で抱え込むという欠点も

あり、今の50代以上でうつ病を発症する人は、

ほとんどこのタイプに当てはまります。

ところが、今の30代はまったく違うタイプ

の「うつ病」で通院する人が多いそうです。

比較的軽症のうつ病です。責任ある立場にな

ったり、正念場が近づいたりすると、突然、

発症するケースが散見されます。入院すると

すぐに治ってしまうことも多く、はたからは

逃げているようにしか見えない「逃避型抑う

つ」という名称もあるほどです。

今の30代は非常に速いスピードで晩婚化が

進んだ世代で、この世代の非婚率は５割に迫

る勢いで急増中です。フリーター、ニートの

立場に止まる人も増えています。正社員で働

いている人のなかにも、どこかに「自分はこ

んなことをしているべき人間なのだろうか」

といったような気分を引きずっているようで

す。男女を問わず、突然、会社を辞めて留学

するといった自分探しを続ける人が少なくあ

りません。30代というのは、今も昔も社会的

には後戻りの困難なラインとして存在します。

否応なしに自己決定することを期待されてし

まう年齢で、会社から中堅としての責任ある

仕事と振る舞いを期待されるはずです。

ところが、当の30代はもう少し自己確立に

時間をかけたいという思いもあり、そんな重

責を担わされても困ると感じていることが多

いようです。しかし、転職しようにもどんど

ん選択肢は少なくなっていくため、焦燥感だ

けが強くなって精神的に追い詰められる人が

多いようです。




